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○阪南市病院事業の設置等に関する条例

昭和４７年１０月２０日

条例第７３号

注 平成２２年１０月２８日条例第１６号から条文注記入る。

（目的）

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以

下「法」という。）の規定に基づき、病院事業の設置等に関して必要

な事項を定めることを目的とする。

（病院事業の設置）

第２条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置

する。

２ 病院事業として経営する病院（以下「病院」という。）の名称及び

位置は、次のとおりとする。

名称 社会医療法人生長会 阪南市民病院

位置 大阪府阪南市下出１７番地

３ 病院の診療時間、受付時間及び休診日は、規則で定める。

（平２２条例１６・平２３条例２・平２３条例１４・一部改正）

（経営の基本）

第３条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福

祉を増進するように運営されなければならない。

２ 病院は、公設病院として次に掲げる医療及び事業を行うほか、地域

において良好な医療を行うものとする。

(1) 救急医療

(2) 小児医療

(3) リハビリテーション医療

(4) 保健衛生事業

(5) 災害時医療
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３ 前項に掲げる医療及び事業を行うため、病院に規則で定める診療科

目を置くものとする。

４ 病床数は、一般病床１８５床とする。

（平２３条例１４・一部改正）

（料金）

第４条 病院を利用する者は、次に掲げる額の料金を納付しなければな

らない。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項（同法第

１４９条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に

より厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額

(2) 健康保険法第８５条第２項及び高齢者の医療の確保に関する法

律第７４条第２項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療

養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した

額

(3) 特別室を使用する場合にあっては、別表第１に定める額

(4) 駐車場を使用する場合にあっては、駐車時間１時間までにつき１

００円以内で市長が別に定める額

(5) 前各号に定めるところにより算定することができないものにあ

っては、別表第２に定める額

２ 前項の規定により料金を算定する場合において、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定に基づく消費税及び地方消費税が課される部分があるとき（同項

第４号を除く。）は、当該課される部分に係る料金の額は、同項の規

定により算定した額に消費税の額及び地方消費税の額に相当する額を

加算した額とする。
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３ 料金は、外来診療にあってはその都度、入院診療にあっては市長が

別に定める日までに料金を納付しなければならない。ただし、市長が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

４ 市長は、特に必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除

することができる。

５ 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。

（平２３条例１４・全改、平２５条例２５・平２５条例４３・

一部改正）

（手数料）

第４条の２ 診断書、証明書その他の文書の交付を受ける者は、１通３，

０００円（英文により作成された診断書、証明書その他の文書にあっ

ては、２０，０００円）以内で規則で定める額の手数料を納付しなけ

ればならない。

２ 前条第２項から第５項までの規定は、手数料について準用する。

（平２３条例１４・追加、令２条例３９・一部改正）

（利用の制限）

第４条の３ 市長は、管理上支障があると認めるときは、病院の利用を

制限することができる。

（平２３条例１４・追加）

（重要な資産の取得及び処分）

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない病

院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を

得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価

格）が２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲

渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件５，０００平

方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは譲渡とする。



-4-

（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の８第８項の規定により病院事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５０万円以上である場合とする。

（令２条例１・令６条例３・一部改正）

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等）

第７条 病院事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定に基づき条例

で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその

目的物の価格が２，０００万円以上のもの及び法律上市の義務に属す

る損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が２００万円以上のも

のとする。

（業務状況説明書類の作成）

第８条 市長は病院事業に関し、法第４０条の２第１項の規定に基づき

毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類

を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況

を説明する書類を５月３１日までに作成しなければならない。

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の

決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては、同日の属

する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにし

なければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前２号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにする

ため市長が必要と認める事項
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３ 天災その他やむを得ない事故により第１項に定める期日までに同項

の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合にお

いては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

（平２３条例１４・一部改正）

（指定管理者による管理）

第９条 市長は、病院事業の設置目的を効果的に達成するため必要と認

めるときは、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により指定する

もの（以下「指定管理者」という。）に病院の管理を行わせることが

できる。

（平２２条例１６・追加）

（指定管理者に行わせる業務の範囲）

第１０条 前条の規定により指定管理者に病院の管理を行わせる場合に

おけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院における診療及び検診に関する業務

(2) 病院の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業

務

(3) 駐車場の利用に係る料金に関する業務

(4) 手数料の徴収に関する業務

(5) 病院の施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 駐車場の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

（平２２条例１６・追加、平２３条例１４・平２５条例２５・

一部改正）

（指定管理者の指定の手続）

第１１条 市長は、第９条の規定により指定管理者に病院の管理を行わ

せるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂

行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定

管理者を指定するものとする。



-6-

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、

財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して

市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最

も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものと

する。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画が病院の効用を最大限発揮するとともに、病院の施設及

び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経

理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、病院の管理を適正かつ確実に行うこ

とができることを判断するために必要なものとして市長が定める基

準に適合するものであること。

（平２２条例１６・追加）

（管理の基準）

第１２条 病院の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準

は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院の診療時間及び休診日は、病院を利用する者の便宜等により

市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）第６６条第２項において準用する同条第１項の規定により、

第１０条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な

措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と

同様の義務を負うものとする。

(3) 第１０条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、そ

の業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の

目的以外に使用してはならない。
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（平２２条例１６・追加、平２３条例１４・令４条例２２・一

部改正）

（指定の取消し等）

第１３条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。

(1) 第１０条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わない

とき。

(2) 第１１条第３項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続す

ることが適当でないと認めるとき。

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若

しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じ

ても、市長は、その賠償の責めを負わない。

（平２２条例１６・追加）

（利用料金）

第１４条 病院の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定

管理者の収入として収受させることができる。

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、

病院を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならな

い。

３ 利用料金の額は、指定管理者が第４条第１項及び第２項の規定によ

り算定される額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指

定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なけれ

ばならない。

４ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利

用料金の減免又は還付をすることができる。
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（平２２条例１６・追加、平２３条例１４・一部改正）

（指定管理者選定評価委員会の設置）

第１５条 指定管理者の候補者の選定並びに指定管理者の運営状況の点

検及び評価を公正かつ適正に行うため、阪南市民病院指定管理者選定

評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（令６条例２０・追加）

（所掌事務）

第１６条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項につい

て、調査審議する。

(1) 第１１条第３項の規定による選定に関すること。

(2) 第１３条第１項の規定に係る審査に関すること。

(3) 指定管理者の運営状況の点検及び評価に関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に関すること。

（令６条例２０・追加）

（組織及び委員）

第１７条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療に関し識見を有する者

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

３ 委員の任期は、市長が委嘱した日から当該指定管理者の指定期間が

満了する日又は第１３条第１項に規定する指定の取消しの日までとす

る。

（令６条例２０・追加）

（委員長及び副委員長）

第１８条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、それぞれ委員の

互選により定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
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３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職

務を代理する。

（令６条例２０・追加）

（会議）

第１９条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

ただし、委員長が互選される前の会議は、市長が招集する。

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

（令６条例２０・追加）

（意見の聴取等）

第２０条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（令６条例２０・追加）

（委員の除斥）

第２１条 委員は、自己又は３親等以内の親族が指定管理者の指定を受

けようとする法人その他の団体と直接の利害関係を有するときは、当

該法人その他の団体の事案についての審査に加わることができない。

（令６条例２０・追加）

（庶務）

第２２条 委員会の庶務は、病院を所管する課において処理する。

（令６条例２０・追加）

（委任）

第２３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

（平２２条例１６・追加、令６条例２０・旧第１５条繰下）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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附 則（昭和４８年１２月１７日条例第５１号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和５８年１月３１日条例第８号）

この条例は、昭和５８年２月１日から施行する。

附 則（昭和６２年３月３１日条例第８号）

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則（平成３年９月３０日条例第３４号）

この条例は、平成３年１０月１日から施行する。

附 則（平成８年３月２９日条例第８号）

この条例は、平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成９年６月１３日条例第８号）

この条例は、平成９年７月１日から施行する。

附 則（平成１０年３月３０日条例第１０号）

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１１年６月２４日条例第２８号）

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市病院事業の設置等

に関する条例の規定は、平成１１年４月１日から適用する。

附 則（平成１４年９月３０日条例第２１号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１５年９月３０日条例第２３号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１５年１０月１日から施行する。

（阪南市立病院使用料及び手数料条例の一部改正）

２ 阪南市立病院使用料及び手数料条例（平成３年阪南町条例第３５号）

の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成１７年３月３１日条例第８号）

この条例は、公布の日から施行する。
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附 則（平成２２年１０月２８日条例第１６号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２３年２月１４日条例第２号）

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年３月３０日条例第１４号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

（阪南市立病院使用料及び手数料条例の廃止）

２ 阪南市立病院使用料及び手数料条例（平成３年阪南町条例第３５号）

は、廃止する。

附 則（平成２４年１２月２８日条例第２２号）

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年９月４日条例第２５号）

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。

附 則（平成２５年１２月２４日条例第４３号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の阪南市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例

の施行の日以後の請求に係る料金等について適用し、同日前の請求に

係る料金等については、なお従前の例による。

附 則（令和２年３月２７日条例第１号）抄

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年１２月２２日条例第３９号）

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）
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２ 改正後の阪南市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例

の施行の日以後の交付請求に係る手数料について適用し、同日前の交

付請求に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則（令和４年１２月２２日条例第２２号）抄

（施行期日）

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同

法第５１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。

附 則（令和６年３月２２日条例第３号）

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年６月２４日条例第２０号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正）

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和４７年阪南町条例第２７号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第１（第４条関係）

（平２４条例２２・全改）

特別室料

区分 単位 金額

本市の住民 本市以外の住民

特別室 １日につき １５，０００円 ２０，０００円

個室(A) １日につき ６，５００円 ８，４５０円

個室(B) １日につき ６，０００円 ７，８００円

個室(C) １日につき ５，５００円 ７，１５０円
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備考 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、忠岡町、熊取町、田尻

町及び岬町の住民については、本市の住民と同じ額を徴収する。

別表第２（第４条関係）

（平２３条例１４・追加）

区分 金額

労働者災害補償保険法（昭和２２年

法律第５０号）に係る療養

各労働基準局長と協定した費用の額

の算定方法により算定した額

自動車損害賠償保障法（昭和３０年

法律第９７号）に係る療養

第４条第１項第１号及び第２号に掲

げる額の合計額に１００分の１５０

を乗じて得た額

人間ドック ７万円以内で市長が別に定める額

脳ドック ７万円以内で市長が別に定める額

算定方法又は算定基準に定めのない

もの

市長が別に定める額


